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年 月 日 事　 　　業　　 　主 名称

氏名 ㊞

 事業所番号： 協定をした労働者代表 氏名 ㊞

　上記は、労使協定に定めるところによったものであることを確認します。
　また、①の休業・教育訓練対象者については、解雇予告をされたこと、退職願を提出したこと、事業主による退職勧奨に応じたこと、併給調整の対象となる助成金を受給していること等により対象とならない者が含
まれていないことを誓約します。

教育訓練
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③被保険者資格
取得年月日

（ＦＡＸ送信用記入欄） 平成

 送　信　者：                             （担当：          ）

 宛　　　先：    

①氏名 ②被保険者番号

平成
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□ 変更届

⑦
　休業対象者合計　　　　　　　　　　人
(うち、「正」　 人、「以」　 人、「派」 　人　)

  教育訓練対象者合計　　　　　　　　人
(うち、「正」　 人、「以」　 人、「派」 　人　)

  休業・教育訓練対象者合計  　　    人
(うち、「正」　 人、「以」　 人、「派」 　人　)

 連絡先：

④正規
等の別
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　⑤欄については、休業・教育訓練対象者のうち障害者については「○」と記入してください。
　※　障害者に係る助成率の上乗せを申請する場合のみ記入してください。

　変更届の提出は、協定の変更を伴わない場合に限り、郵送、ＦＡＸ、電子メール等による提出が可能です（ただし、この方法により変更届を提出する場合は、公共職業安定所等に届い
たことを電話で確認していただく必要があります。）。

　教育訓練を実施する場合は、休業等実施計画（変更）届の提出時に、様式第１号（１）と併せて提出してください。なお、教育訓練に係る計画の変更を行う場合は、計画の範囲内で減
少する場合も含め、変更の都度、「□変更届」にチェックの上、本様式を提出してください（変更届の場合、様式第１号（１）の内容に変更がなければ、様式第１号（１）の提出は不要
です）。その際には、変更のあった者の氏名（①欄）及び日（⑥欄）がわかるように該当する数字に○をつけてください。また、教育訓練の実施に当たっては、実施日ごとの教育訓練の
科目、実施施設等を示す書類、各受講者の受講を証明する書類を添付してください（様式任意）。

　⑥欄の日付、曜日については適宜修正し、以下のように記載してください。
　　「１日休業」・・・・・・「○」※１日分として「休業　全１日」欄に合計を記載
　　「短時間休業」・・・・・対象被保険者ごとに時間数を数字で記載（30分未満は切り捨て。例：１時間４０分→「１．５」)
                    （注意）判定基礎期間の初日が平成25年11月30日以前である特例短時間休業は、始業の時刻から、または終業の時刻まで連続して行われる
　　　　　　　　　　　　　　休業でない場合、休業日に年次有給休暇を与える場合、出張中に特例短時間休業を行う場合は助成対象となりません。
　　　　　　　　　　　　　　※判定基礎期間の初日が平成25年12月1日以降である場合、特例短時間休業は助成対象となりません。
　　「教育訓練（事業所内・全日）」・・「◎」※１日分として「教育訓練　事業所内」欄に合計を記載
　　「教育訓練（事業所内・半日）」・・「△」※０．５日分として「教育訓練　事業所内」欄に合計を記載（判定基礎期間内の端数は、個人毎ではなく、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全て合計した後に切り上げてください。）
　　「教育訓練（事業所外・全日）」・・「●」※１日分として「教育訓練　事業所外」欄に合計を記載
　　「教育訓練（事業所外・半日）」・・「▲」※０．５日分として「教育訓練　事業所外」欄に合計を記載（判定基礎期間の初日が平成25年12月1日以降
                                              である場合から適用します。なお、判定基礎期間内の端数は、個人毎ではなく、全て合計した後に切り上げてください。）
　　「所定休日」・・・・・・・・・・・「休」
　　「有給休暇」・・・・・・・・・・・「有」
　　「欠勤」・・・・・・・・・・・・・「欠」
　　※「短時間休業」と「半日教育訓練」を同日に実施した場合には同じ欄に短時間休業の時間数及び「△」又は「▲」の両方を記入してください。

　判定基礎期間内に対象被保険者について転出入、被保険者資格の喪失又は解雇の予告等があったときは、その旨及びその事実の生じた年月日を①欄に氏名と併せて注記するとともに、
当該対象被保険者についてはその事実の生じた日まで（転入の場合は、その日の翌日から）の分についてのみ記入してください。

　併給調整の対象となる助成金は、特定求職者雇用開発助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、
難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、精神障害者等雇用安定助成金、職場支援従事者配置助成金、被災者雇用開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣
労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、正規雇用奨励金、精神障害者等ステップアップ雇用奨励金、事業復興型雇用創出助成金、在宅就業支援団体等活性化助成
金、若者チャレンジ奨励金（正社員雇用奨励金）、中小企業労働環境向上助成金（団体助成コース）、建設労働者確保育成助成金（若年者に魅力ある職場づくり事業コース・建設広域教
育訓練コース）、通年雇用奨励金、介護労働環境向上奨励金、介護労働者設備等整備モデル奨励金、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成
金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設教育訓練助成金、教育訓練助成金、成長分野等人材育成支援奨励金、農漁業者雇用支援助成金、若者チャレンジ奨励金（訓練奨
励金）、日本人材育成支援事業の各奨励金、中小企業労働環境向上助成金（個別中小企業助成コース）、建設労働者確保育成助成金（認定訓練コース・技能実習コース・新分野教育訓練
コース）、キャリアアップ助成金（人材育成コース）及びキャリア形成促進助成金です。
※　下線部は、同一の教育訓練により支給を受けようとした場合に、支給制限がかかります。

【教育訓練関連事項】

　判定基礎期間（賃金締切日の翌日から賃金締切日までの期間）ごとに記入してください。
　判定基礎期間において休業と教育訓練を併行して実施した場合は、休業等実施計画（変更）届（様式第１号(1)）の提出時には教育訓練の計画を、（休業等）支給申請書（様式第５号
(1)）の提出時には休業と教育訓練両方の実績を併せて提出してください。なお、休業等実施計画（変更）届（様式第１号(1)）の提出時に教育訓練の計画と併せて休業の計画も提出して
いただいても差し支えありません。

　④欄については、以下の「正規職員」、「正規職員以外」又は「派遣労働者」のうち、該当するものを記入し、⑦欄対象被保険者合計人数の内数として、それぞれの人数を記入してく
ださい。
　　「正規職員」・・・・・勤め先で一般職員又は正社員等と呼ばれている者（派遣労働者を除く。）→「正」と記入
　　「正規職員以外」・・・「正規職員」「派遣労働者」以外の者であって、勤め先でパート、アルバイト、契約社員、
　　　　　　　　　　　　　嘱託、期間工等の名称で呼ばれている者→「以」と記入
　　「派遣労働者」・・・・労働者派遣事業所において雇用されている派遣労働者→「派」と記入

注　意

　本調書に記入されている内容について確認が可能な出勤簿、タイムカード、給与簿等を提出していただきますので、管轄の都道府県労働局又は公共職業安定所の求めに応じて提出でき
るよう関係書類を整備する必要があります。

【休業・教育訓練共通事項】


